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★キーポイント
　　商標法第４条第１項第19号が適用されて商標
登録が無効とされた事件の審決取消訴訟であり、
同条文が適用されることは珍しく、注目に値す
る判決である。

１．事案の概要

　原告は商標「ＫＣＰ」（標準文字）第12類「コン
クリートポンプ車」他（以下、本件商標）を所有す
る商標権者である。
　被告は2002年に韓国で設立されたコンクリートポ
ンプ車の会社である。設立後から、商標「KCP」を
付した商品を製造販売し、韓国において高いシェア
を占めていた。
　原告は平成24年以降、被告製品を購入し、日本で
販売し営業活動をしていた日本法人である。平成27
年に被告が本格的に日本市場に進出することになっ
た際に、原告が本件商標を日本で出願・登録し、被
告に対して代理店契約を結ぶように持ち掛けた。被
告は無償で本件商標を譲渡するよう求めたが、原告
は応じなかった。
　本判決に先立ち、被告は原告商標に対して異議申
立を行ったが、維持決定が出された。被告はさらに
無効審判（無効2017－890019）を請求し、無効審決
が出された。また、原告は被告に対して商標権侵害
行為差止請求事件を提起し、無効な権利の行使は認
められないとの判決が出されており、その後、前述
無効審決に対して本審決取消訴訟を提起し、本判決
が出された。

２．特許庁における手続の経緯等

（１）　原告は、以下の商標（登録第5779610号。以
下「本件商標」という。）の商標権者である。
商　　　標　ＫＣＰ（標準文字）
登録出願日　平成27年２月18日
登録査定日　平成27年６月１日
設定登録日　平成27年７月17日
指定商品　�第12類「コンクリートポンプ車、

コンクリートミキサー車その他の
自動車並びにその部品及び附属品、
陸上の乗物用の動力機械（その部
品を除く。）、陸上の乗物用の機械
要素、タイヤ又はチューブの修繕
用ゴムはり付け片」

（２）　被告は、平成29年６月１日、本件商標につい
て商標登録無効審判（以下「本件審判」という。）
を請求した。特許庁は、平成30年10月29日、「登
録第5779610号の登録を無効とする。」との審決を
した。

（３）　原告は、平成30年12月５日、本件審決の取消
しを求める本件訴訟を提起した。

３．本件審決の理由の要旨

　本件商標は、商標法４条１項19号に該当するもの
であるから、同法46条１項により無効とすべきもの
であるというものである。
・本件商標の商標法４条１項19号該当性について

異議 無効審判 差止請求原審
平成29年（ワ）
12058号

差止請求控訴審
平成30年（ネ）
10057号

審決取消訴訟
平成30年（行ケ）
10173号

申立日、請求日、出訴日 2015/10/16 2017/03/15
（2017/6/1？）

2017/4/11 2018/12/05

弁論終結日 2018/4/19 2018/12/05 2019/04/23
決定、審決、判決日 2016/5/17

維持決定
2018/10/29
無効審決

2018/06/28 2019/01/29 2019/5/30

確定日 2016/05/26 2019/06/17
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